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ず
は
ク
レ
ー
ム
と
カ
ス
タ

マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
（
以

下
、
カ
ス
ハ
ラ
）
の
違
い
を
押
さ

え
よ
う
。
ク
レ
ー
ム
は
商
品
・
サ

ー
ビ
ス
や
接
客
態
度
・
シ
ス
テ
ム

等
に
対
し
て
不
平
・
不
満
を
訴
え

る
も
の
、
カ
ス
ハ
ラ
は
ク
レ
ー
ム

の
要
求
を
実
現
す
る
た
め
の
手
段

が
一
般
常
識
を
逸
脱
し
て
い
る
も

の
を
指
す
。

　
具
体
的
に
は
、
身
体
的
な
攻
撃

（
暴
行
・
傷
害
）、
精
神
的
な
攻
撃

（
脅
迫
・
中
傷
・
名
誉
棄
損
・
侮

辱
・
暴
言
）、
土
下
座
の
要
求
、

継
続
的
で
執
拗
な
言
動
、
拘
束
的

な
行
動
（
不
退
去
・
居
座
り
・
監

禁
）、
性
的
な
言
動
は
い
ず
れ
も

カ
ス
ハ
ラ
だ
。
ま
た
商
品
交
換
の

要
求
、
金
銭
補
償
の
要
求
の
よ
う

に
、
内
容
そ
の
も
の
が
妥
当
性
を

欠
く
も
の
も
該
当
す
る
。
な
お
、

土
下
座
の
要
求
は
強
要
罪
、「
ネ

ッ
ト
に
さ
ら
す
ぞ
」
等
の
発
言
は

脅
迫
罪
・
業
務
妨
害
罪
、「
バ
カ

野
郎
」「
大
学
出
て
る
の
か
」
等

の
発
言
は
侮
辱
罪
な
ど
の
刑
法
に

抵
触
す
る
可
能
性
が
高
い
。

　
で
は
な
ぜ
カ
ス
ハ
ラ
対
応
が
必

要
な
の
か
。
そ
れ
は
、
カ
ス
ハ
ラ

に
よ
る
従
業
員
へ
の
被
害
が
深
刻

に
な
っ
て
い
る
か
ら
だ
。

　
厚
生
労
働
省
の
「
職
場
の
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
実
態
調
査
結

果
に
つ
い
て
（
令
和
２
年
度
調

査
）」
で
は
、
顧
客
等
か
ら
の
迷

惑
行
為
に
よ
る
心
身
へ
の
影
響
が

ま
と
め
ら
れ
て
い
る（
図
表
１
）。

特
に
何
度
も
繰
り
返
し
経
験
し
た

労
働
者
は
「
眠
れ
な
く
な
っ
た
」

「
通
院
し
た
り
服
薬
を
し
た
」
の

回
答
が
多
く
な
り
、
カ
ス
ハ
ラ
被

害
の
増
加
に
よ
り
症
状
が
深
刻
化

す
る
傾
向
が
見
て
取
れ
る
。

　
長
時
間
対
応
は
業
務
効
率
を
低

ま

　中小企業が直面するカスタマーハラスメントの実態と業種別の事　中小企業が直面するカスタマーハラスメントの実態と業種別の事
例から、どのような対応が望まれるかを紹介する。例から、どのような対応が望まれるかを紹介する。

金融機関担当者金融機関担当者もも
知知っておきたいっておきたい業種別業種別のの
カスハラ事例カスハラ事例とと対応法対応法

中
小
企
業
を
悩
ま
せ
る

カ
ス
ハ
ラ
の
実
態

原
田
泰
宏

・
中
小
企
業
診
断
士（出所）�厚生労働省「職場のハラスメントに関する実態

調査結果について（令和２年度調査）」から抜粋

図表１　ハラスメント行為の心身への影響
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怒りや不満、
不安などを感じた

仕事に対する
意欲が減退した

職場での
コミュニケーションが
減った

会社を休むことが
増えた

通院したり
服薬をした

入院した

その他

特に影響は
なかった

全体(n=1200) 一度だけ経験した(n=440)

時々経験した(n=590) 何度も繰り返し経験した(n=170)

（対象：過去3年間に顧客等からの著しい迷惑行為を受けた者（n=1,200））

眠れなくなった
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下
さ
せ
、
誤
っ
た
対
応
や
安
易
な

妥
協
が
加
害
者
を
増
長
さ
せ
る
。

結
果
、
次
の
被
害
者
を
生
み
出
し

か
ね
な
い
の
だ
。

　
さ
ら
に
企
業
が
十
分
に
カ
ス
ハ

ラ
対
策
を
し
て
い
な
い
場
合
、
安

全
配
慮
義
務
違
反
で
従
業
員
か
ら

訴
え
ら
れ
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
企

業
に
と
っ
て
カ
ス
ハ
ラ
対
策
は
必

須
の
状
況
と
な
っ
て
い
る
。

カ
ス
ハ
ラ
の
基
準
を

独
自
に
策
定
す
る

　
カ
ス
ハ
ラ
対
策
と
し
て
何
を
す

べ
き
か
だ
が
、
何
よ
り
も
ま
ず
経

営
者
が
、
カ
ス
ハ
ラ
に
対
す
る
明

確
な
基
本
方
針
・
姿
勢
を
明
確
化

す
る
必
要
が
あ
る
。
実
際
、
従
業

員
・
お
客
様
双
方
に
見
え
る
位
置

に
「
Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｐ
カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
！
」「
当
社
は
カ
ス
ハ

ラ
か
ら
従
業
員
を
守
り
ま
す
」
と

い
う
ポ
ス
タ
ー
を
掲
示
し
て
い
る

企
業
も
出
始
め
て
い
る
。

　
ま
た
カ
ス
ハ
ラ
を
禁
止
す
る
法

律
は
現
状
な
い
の
で
、
カ
ス
ハ
ラ

の
見
極
め
基
準
を
独
自
に
決
め
る

こ
と
も
必
要
だ
。
被
害
者
で
あ
る

従
業
員
の
メ
ン
タ
ル
ケ
ア
対
応
と

併
せ
て
、
し
っ
か
り
と
事
前
に
定

め
て
お
き
た
い
。

　
例
え
ば
、
15
分
も
し
く
は
30
分

以
上
の
拘
束
（
平
行
線
対
応
）、

同
じ
案
件
で
の
複
数
回
の
訪
問
・

架
電
、
差
別
的
・
威
圧
的
な
発
言

（
ば
ば
あ
・
バ
カ
野
郎
）
等
を
、

カ
ス
ハ
ラ
の
基
準
と
定
め
よ
う
。

上
席
へ
の
エ
ス
カ
レ
ー
シ
ョ
ン
を

含
む
パ
タ
ー
ン
別
の
対
応
手
順
を

決
め
、
弁
護
士
な
ど
と
相
談
し
て

マ
ニ
ュ
ア
ル
化
し
教
育
・
研
修
を

行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
。

　
図
表
２
は
カ
ス
ハ
ラ
の
対
応
例

だ
。
こ
の
よ
う
な
決
ま
り
を
取
引

先
と
と
も
に
作
成
し
、
マ
ニ
ュ
ア

ル
化
す
る
こ
と
で
カ
ス
ハ
ラ
を
未

然
に
防
い
で
ほ
し
い
。

（出所）筆者作成

図表２　クレーム対応フロー（飲食業責任者の例）

お客様「ここで食事をしてから腹の具合が悪くなった。どうしてくれるんだ！」
責任者「お客様、ご不快な思いをさせてしまい、申し訳ございません（①）。ただ、ここ
で大声を出されますと店舗スタッフも動揺しますし、他のお客様にも迷惑がかかります。
お手数ですが、中の個室にご移動いただけますでしょうか？（②）」

移動せず

警察への通報を検討
（お客様にも伝える）

移動

責任者「私は責任者として、お客様のお体、店内にいらっしゃるお客様、店舗スタッフに
配慮しなければなりません。ここは、私のお願いに従っていただきます（③）。私どもが
提供した料理で体調不良になられたのであれば、見過ごせない問題です。すぐに私ととも
に、病院に行っていただくことをお願いします。保健所にも、当方から責任をもって連絡
をいたします」

病院移動許可

症状と原因を究明し対応
移動拒否

お客様「病院に行くかどうかは俺の判断だ。勝手に決めるな」
責任者「お客様。病院で体調不良の原因が私どもの料理だったと判明すれば、保健所への
連絡は必須ですし、当社の基準に基づいた誠意のある対応をさせていただきます（④）」

お客様納得or
引き下がる

その後の対応を相談
お客様食い下がる

お客様「具体的には、どう対応するんだ？」
責任者「それは、状況を顧問弁護士にも確認したうえでの判断（⑤）となりますので、こ
の場での説明は控えさせていただきます」

対応のポイント！
①全面的に謝罪せず、部分謝罪を行う（不快な思いをさせたことに限定）
②個室に案内して、店内から引き離しつつ、特別な対応を演出する
③譲れない線を設け、毅然と対応する
④病院・保健所に行くことをためらわず、半端な対応をしない覚悟を表明する
⑤法律の根拠に基づいて対応する（法律の専門家がバックにいる）ことを明確にする

特別企画②特別企画②


